
編
集
　
上
越
市 

総
務
部 

広
報
対
話
課

〒
943・8601
新
潟
県
上
越
市
木
田
１・１・３

☎
０
２
５・５
２
６・５
１
１
１

有
線（
Ｊ
Ｈ
Ｋ
）・５
１
１
１

市
の
取
り
組
み
や
イ
ベ
ン
ト
、

災
害
情
報
な
ど
を
発
信
中
！

公式SNS

支援の区分 支援内容 問合せ

支援などの申し込みのため
証明書を発行してほしい

家屋の被害調査 税　務　課（☎025-520-5652）
各総合事務所（☎は10ページ上部に掲載）

罹
り

災
さい

証明書の発行 税　務　課（☎025-520-5649）
各総合事務所（☎は10ページ上部に掲載）

応急的に住宅を修理したい
ブルーシートなどの支給 建築住宅課（☎025-520-5788）
住宅応急修理制度 建築住宅課（☎025-520-5786）

住む場所が確保できない 市営住宅への入居 建築住宅課（☎025-520-5785）
生活必需品が確保できない 生活必需品の支給・貸与 危機管理課（☎025-520-5665）

税金や保険料、公共料金
などの支援を受けたい

徴収猶予 収　納　課（☎025-520-5655）
市・県民税、固定資産税の減免 税　務　課（☎025-520-5652）
国民健康保険税の減免 国保年金課（☎025-520-5714）
保育料などの減免 幼児保育課（☎025-520-5719）
放課後児童クラブ利用料の減免 学校教育課（☎025-545-9271）

奨学金の返還猶予
上越学生寮奨学金：教育総務課（☎025-545-9262）
上越市奨学金：学校教育課（☎025-545-9244）
上越市定住促進奨学金：多文化共生課（☎025-520-5674）

後期高齢者医療保険料の
納期限延長・減免 国保年金課（☎025-520-5717）

医療費の一部負担金の減免 国保年金課（☎025-520-5717）
国民年金保険料の免除 上越年金事務所（☎025-524-4112）
介護保険料の納期限延長・減免、介護
保険サービス利用者負担金の減免 高齢支援課（☎025-520-5706）

災害援護資金の貸付 福　祉　課（☎025-520-5693）

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 上越地域振興局 総務福祉課
（☎025-524-6149）

生活福祉資金（緊急小口資金）の貸付 社会福祉協議会本所（☎025-526-1515）
障害福祉サービスの利用者負担金
などの減免 福　祉　課（☎025-520-5695）

ガス・水道・下水道料金の減免など ガス水道局総務課（☎025-522-5518）
被害を受け、教材・学用品が
使用できなくなった 学用品の支給 学校教育課（☎025-545-9244）

中小企業向け支援制度

・上越市経営改善支援資金、融資実行済みの上越市制度資金の借り換えおよび元金返済
　猶予、県制度融資活用時の借入利子への補助・信用保証料の補給：産業政策課
 （☎025-520-5729）
・新潟県セーフティネット資金（経営支援枠）、短期事業資金 :県地域産業振興課
 （☎025-280-5240）
・災害復旧貸付：日本政策金融公庫 高田支店（☎0570-020527）
・災害復旧資金：商工組合中央金庫 長岡支店（☎0258-35-2121）

農林水産業向け支援制度
・上越市農林水産業振興資金：農村振興課（☎025-520-5752）
・農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金：日本政策金融公庫 新潟支店
 （☎025-240-8511）

家庭から出た災害ごみ 災害ごみの処分・処分費用の減免 生活環境課（☎025-526-5111）

こころと体の相談 ・健康づくり推進課（☎025-520-5841）、各総合事務所（☎は10ページ上部に掲載）
・すこやかなくらし包括支援センター（☎025-526-5623）

上越市内災害ボランティア
派遣

被災による自宅の片付けなどが
必要な場合のボランティア派遣 社会福祉協議会本所（☎025-526-1515）

※以下の内容は令和６年１月12日時点のものです。最新の情報は市ホームページを確認してください。

「広報上越３月号」は、２月21日㊌・22日㊍に各町内会へお届けし、各世帯にお配り
します。届かない世帯の人は、広報対話課または、各総合事務所へご連絡ください。

「上越市の人口・世帯数」の掲載はお休みし
ます。市ホームページでご確認ください。

　皆さんの一日も早い生活再建を支援するため、各種支援制度を設けています。
　被災の程度により受けられる支援が異なりますので、詳しくは市ホームページを
確認するか、各担当部署へ問い合わせてください。 市ホームページ

令和６年能登半島地震で被災された皆さんへ
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